
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四
十
一
号

公
安
調
査
庁
設
置
法

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
四
条
）

第
二
章
及
び
第
三
章
　
削
除

第
四
章
　
地
方
支
分
部
局
（
第
十
一
条―

第
十
三
条
）

第
五
章
　
職
員
（
第
十
四
条―

第
十
七
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
安
調
査
庁
の
設
置
並
び
に
任
務
及
び
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
必
要
と
な
る
明
確
な
範
囲
の
所
掌
事
務
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
所
掌
す
る
行
政
事
務
を
能
率
的
に
遂
行
す
る
た
め
必
要
な
組
織
を
定
め
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
設
置
）

第
二
条
　
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
法
務
省
の
外
局
と
し
て
、
公
安
調
査
庁
を
設
置
す
る
。

２
　
公
安
調
査
庁
の
長
は
、
公
安
調
査
庁
長
官
と
す
る
。

（
任
務
）

第
三
条
　
公
安
調
査
庁
は
、
破
壊
活
動
防
止
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
破
壊
的
団
体
の
規
制
に
関
す
る
調
査
及
び
処
分
の
請
求
並
び
に
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
る
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
つ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
調
査
、
処
分
の
請
求
及
び
規
制
措
置
を
行
い
、
も
つ
て
、
公
共
の
安
全
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
四
条
　
公
安
調
査
庁
は
、
前
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
破
壊
的
団
体
の
規
制
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
つ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
破
壊
的
団
体
に
対
す
る
処
分
の
請
求
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
つ
た
団
体
に
対
す
る
処
分
の
請
求
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
つ
た
団
体
に
対
す
る
規
制
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
政
令
で
定
め
る
文
教
研
修
施
設
に
お
い
て
所
掌
事
務
に
関
す
る
研
修
を
行
う
こ
と
。

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
律
（
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
に
基
づ
き
公
安
調
査
庁
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務

第
二
章
及
び
第
三
章
　
削
除

第
五
条
か
ら
第
十
条
ま
で
　
削
除

第
四
章
　
地
方
支
分
部
局

（
公
安
調
査
局
）

第
十
一
条
　
公
安
調
査
庁
に
、
地
方
支
分
部
局
と
し
て
、
公
安
調
査
局
を
置
く
。

２
　
公
安
調
査
局
は
、
公
安
調
査
庁
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
第
四
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

３
　
公
安
調
査
局
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
政
令
で
定
め
る
。

４
　
公
安
調
査
局
に
、
政
令
で
定
め
る
数
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
安
調
査
局
の
内
部
組
織
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
。

（
公
安
調
査
事
務
所
）

第
十
二
条
　
公
安
調
査
局
の
所
掌
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地
に
、
政
令
で
定
め
る
数
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
公
安
調
査
事
務
所
を
置
く
。

２
　
公
安
調
査
事
務
所
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
及
び
内
部
組
織
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
。

第
十
三
条
　
削
除

第
五
章
　
職
員

（
職
員
）

第
十
四
条
　
公
安
調
査
庁
に
、
公
安
調
査
官
そ
の
他
所
要
の
職
員
を
置
く
。

２
　
公
安
調
査
官
は
、
破
壊
的
団
体
及
び
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
つ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
調
査
並
び
に
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
つ
た
団
体
の
規
制
措
置
の
実
施
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
　
削
除

（
駐
在
勤
務
）

第
十
六
条
　
公
安
調
査
庁
長
官
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
安
調
査
官
を
、
そ
の
勤
務
庁
の
所
在
す
る
地
以
外
の
地
に
駐
在
勤
務
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
管
轄
区
域
以
外
の
職
務
執
行
）

第
十
七
条
　
公
安
調
査
局
及
び
公
安
調
査
事
務
所
に
勤
務
す
る
公
安
調
査
官
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
勤
務
庁
の
管
轄
区
域
外
に
お
い
て
も
、
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
破
壊
活
動
防
止
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

６
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
、
法
務
府
特
別
審
査
局
に
勤
務
す
る
職
員
は
、
特
別
の
辞
令
が
発
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
そ
の
ま
ま
公
安
調
査
庁
の
職
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
七
月
三
一
日
法
律
第
二
六
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
六
月
二
日
法
律
第
一
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
行
政
機
関
職
員
定
員
法
の
廃
止
）

２
　
行
政
機
関
職
員
定
員
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
常
勤
の
職
員
に
対
す
る
暫
定
措
置
）

３
　
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、
現
に
二
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
職
員
の
う
ち
常
勤
の
職
員
は
、
当
分
の
間
、
国
家
行
政
組
織
法
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
る
定
員
の
外
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
五
月
一
六
日
法
律
第
三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
一
二
月
三
一
日
法
律
第
一
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
三
日
法
律
第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
二
月
二
日
法
律
第
七
八
号
）

１
　
こ
の
法
律
（
第
一
条
を
除
く
。
）
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
法
律
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
て
い
る
機
関
等
で
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
は
国
家
行
政
組
織
法
又
は
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
（
以
下
「
関
係

政
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
関
し
必
要
と
な
る
経
過
措
置
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
し
必
要
と
な
る
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
二
月
二
日
法
律
第
八
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
五
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
一
六
日
法
律
第
一
〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
附
則
第
十
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
八
条
並
び
に
第
三
十
条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
別
に
定
め
る
経
過
措
置
）

第
三
十
条
　
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
過
措
置
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
七
日
法
律
第
一
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
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